
茨木市自治会物置設置事業補助制度 

 手続きについて（補助金交付までの流れ） 

 

 

事前相談 

 

 

 

…予算に限りがありますので、予算の範囲内での補助になります。 

           申請が可能かどうか、事前に地域コミュニティ課に相談をお願いします。 

 

 

物置購入・設置 …自治会等の経費で購入・設置を行ってください。 

 

 

 

            申請に必要となるため、領収書を保管しておいてください。 

 

 

交付申請 …物置の購入・設置後、「補助金交付申請書」に次の書類を添えて提出して 

            ください。 

           （１）事業に要する経費の領収書の写し 

           （２）物置の設置場所の図面 

           （３）物置の設置状況が分かる写真 

           （４）自治会等が物置の設置場所の土地を使用する権利を有していることが 

              分かる次に掲げる書類のうちのいずれか１つ 

ア． 物置の設置場所の土地の登記事項証明書 

イ． 物置の設置場所の土地の使用に関する契約書の写し 

ウ． 物置の設置場所の土地所有者との当該土地の使用に関する念書 

の写し 

エ． アからウまでに掲げるもののほか、市長が適当と認める書類 

           （５）物置の大きさが分かる書類 

 

 

交付決定 …申請書類の審査、物置設置場所の現地確認を行い、適正と認めた事業に 

            ついては、「交付決定通知書」を送付します。 

 

 

補助金交付請求 …「補助金交付請求書」を提出してください。 

 

 

補助金交付 …登録口座に補助金を振り込みます。 

 
 

※書類の提出窓口は、地域コミュニティ課（市役所本館２階 １０－①窓口）です。 


